
はじめに 

令和 3 年 7 月、静岡県熱海市伊豆

山の逢初川で土石流災害が発生し

ました。発生地点は逢初川の上流

部、標高約 390m 付近で、住宅被害

が 98 棟（全壊 53 棟、半壊 11 棟、

一部損壊 34 棟）、人的被害は 32 人

（死者 28 人、重傷者 1 人、軽症者

3 人）に上りました。 

この災害を受け、従来の「宅地

造成等規制法（通称：宅造法）」が

抜本的に改正され、「宅地造成及び

特定盛土等規制法（通称：盛土規

制法）」が令和 4 年 5 月に公布、令

和 7 年 5 月 26 日から規制が開始さ

れました。 

盛土規制法では、宅地・森林・農

地など土地の用途にかかわらず、危

険な盛土等を全国一律の基準で包括

的に規制することを目的としていま

す。 

また、盛土による環境の汚染防

止を目的として、「静岡県盛土等に

よる環境の汚染の防止に関する条

例（通称：盛土環境条例）」を制定

し、生活環境への悪影響を防ぐた

めの規制を行っています。 

盛土規制法【令和 5 年 5 月 26 日施

行、令和 7 年 5 月 26 日から規制を

開始（静岡県）】1) 

目的：盛土等の技術的基準を設定し、

災害の防止を図る。 

・対象区域の拡大 

都道府県知事等が、宅地、農地、

森林といった土地の用途にかかわ

らず、人家等に被害を及ぼすおそ

れのある区域を「規制区域」とし

て指定可能になり、これにより、

「宅地造成等工事規制区域」と

「特定盛土等規制区域」の 2 種類が

設けられ、一定の面積・高さ以上

の盛土・切土を行う行為が規制の

対象となりました。 

・規制対象行為の拡大 

農地・森林の造成、単なる土捨

てや一時的な土石の堆積も規制対

象に追加されました。 

・安全性の確保 

地形・地質に応じた許可基準が

設けられ、その基準に沿って安全

対策確認の為、工事着手前申請、

工事状況の定期報告（3 ヵ月毎）、

工程ごとの中間検査ならびに工事

完了時の完了検査が義務付けられ

ました。 

・責任の所在の明確化 

土地の所有者に加え、造成主や

施工者などの原因行為者にも、都

道府県知事の是正措置命令が可能

になりました。 

・罰則の強化 

無許可行為や命令違反などに対

する罰則が強化され、旧法の「1 年

以下の懲役または 50 万円以下の罰

金」から、「3 年以下の懲役または

1,000 万円以下の罰金（法人の場合

は 3 億円以下の罰金）」へと厳罰化

されました。 

 

 

 

 

 

盛土環境条例【静岡県独自、令和 7

年 5 月 26 日施行】2） 

目的：盛土による環境汚染を防止し、

生活環境の保全を図る。 

主な内容 

・規制対象：面積が 1,000 平方メート

ル以上の盛土等が対象（切土は対象

外）。 

・届出と調査：届出様式 条例施行規

則第 5 条「様式第 1 号」 

◦盛土規制法の許可対象となる盛

土・堆積・埋立ては届け出が必要。 

◦現地流用による盛土等は原則届

出不要。ただし、汚染された土石

の使用は禁止。 

◦埋立て時には、説明会の開催や

書面配布、掲示、インターネット

への掲載などによる周知が必要。 

・土壌・水質分析調査： 

◦開発型盛土：宅地造成等で、県

が汚染のおそれがないと確認した

場合は分析調査不要。 

◦処分型盛土：残土処分場や農地

造成では引き続き分析が必要。 

◦一時堆積（ストックヤード）：

原則分析不要だが、汚染のおそれ

がないことを確認し、県へ報告が

必要。 

（次頁につづく） 
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項目 旧宅造法 盛土規制法

規制される区域 宅地 宅地、森林、農地、その他の土地すべて

規制対象行為 宅地を造成する工事
宅地造成工事、宅地造成以外の盛土・切土、
土砂の堆積、一時的堆積

対象となる土地 宅地 宅地、農地、森林など（土地の用途を問わない）

規制区域の名称 宅地造成工事規制区域 宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域

罰則
懲役1年以下、罰金50万円以下、
法人重科50万円以下

懲役3年以下、罰金1,000万円以下、
法人重科3億円以下

安全確認 なし 中間検査、定期報告、完了検査を義務付け

表 1：旧宅造法と盛土規制法の主な違い 

 



 

（前頁のつづき） 

盛土環境条例の課題と対応 

・国法との二重規制：盛土規制法の施

行に伴い、静岡県盛土等の規制に関

する条例との間で重複が生じました。

これにより許可手続きの煩雑化や工

事遅延、経済的負担の増加が懸念さ

れたため、県議会において重複部分

を削除する条例改正が行われました。 

・土壌分析調査の負担：分析調査の要

否が用途別に整理された一方で、調

査費用の増加が事業者の負担となっ

ています。 

・工事の遅延、費用増：許可審査の厳

格化により、工事の遅れや残土処分

費の高騰が発生。基準を満たせない

土砂の受け入れ制限や処分場の閉鎖

も課題となっています。 

・静岡県の対応：不適切な盛土の位置

を公表し、災害防止を推進。条例運

用では、土砂の出所にかかわらず汚

染土石の使用を禁止し持続可能な土

地利用を目指しています。 

わたしたちの暮らしへの影響 

盛土規制法 

住民の安全性向上 

・全国一律の基準で厳しく規制される

ため、不適切な盛土が減り、土砂災

害のリスクが低減されます。これに

より、盛土の近くに住む人々の生命

や財産が守られることにつながりま

す。また、自治体は定期的に既存の

盛土の危険性を調査し、必要に応じ

て安全対策や復旧対策を講じること

ができます。 

土地の購入・売却、建築 

・全国のほぼ全ての土地が「宅地造成

等工事規制区域」または「特定盛土

等規制区域」のいずれかに指定され

ます。土地の購入を検討する際には、

その土地がどの規制区域に属してい

るか、自治体のホームページなどで

確認することができます。 

・規制区域内で盛土や切土を伴う造成

工事を行う場合は、事前に都道府県

知事などの許可が必要になります。

許可を得るためには、地盤の強度、

排水設備の整備、擁壁の設置など、

災害防止のための厳しい許可基準を

満たす必要があります。これにより、

工事費用の増額や工期が延長する可

能性があります。 

・購入を検討している土地が規制区域

内にある場合、不動産仲介業者から

規制に関する重要事項の説明が義務

付けられます。これにより、以前は

見過ごされがちだった土砂災害のリ

スクが明確になり、安心して土地の

取引ができるようになります。 

盛土環境条例 

環境汚染の防止 

・有害物質による土壌汚染や地下水汚

染を防ぐための基準を定めている為、

私たちが安心して暮らせる生活環境

が保たれます。また、残土処分場や

農地造成のような「処分型盛土」に

ついては、搬入前に土壌分析調査が

義務付けられています。これにより、

知らないうちに汚染された土砂が持

ち込まれるリスクが減り、降雨など

で処分場から流れ出た水による河川

等の汚染が減少します。 

地域の透明性向上 

・盛土工事を行う事業者は、周辺住民

への説明会開催や書面配布、掲示板

又はインターネット掲示を通じて、

事前に工事の内容を周知することが

義務付けられています。これにより、

地域住民は工事の状況を把握でき、

不安や疑問を解消しやすくなります。 

おわりに 

盛土環境条例の施行により、建

設業界では審査強化による工事遅

延や費用増加への懸念が上がって

います。しかし、熱海土石流災害

の教訓を踏まえ、生活環境の保全

と環境汚染の防止は極めて重要で

す。 

当社では、盛土環境条例に基づ

く水質および土壌の汚染状況調査

を、試料採取から分析まで一貫し

て実施しております。 

（文責 松葉 一希） 
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表 2：盛土条例（旧条例）と盛土環境条例の主な違い 

 


